
第４号議案 

 

蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部

改正について 

 

蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改

正する条例を、次のように制定するものとする。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部

を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額の改定を行

うため提案する。 



 



蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正） 

第１条 蒲郡市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成２０年蒲郡市条例第２７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  次の表のように改める。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

職名 議員報酬月額 

議長 ５３９，０００円 

副議長 ４９６，０００円 

議員 ４６３，０００円 
 

職名 議員報酬月額 

議長 ５３２，０００円 

副議長 ４８９，０００円 

議員 ４５７，０００円 
 

  

（蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 蒲郡市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２９年蒲郡市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改める。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（給料） （給料） 



第２条 特別職の給料月額は、次のとおりとする。 第２条 特別職の給料月額は、次のとおりとする。 

⑴ 市長 ９４万円 ⑴ 市長 ９２万７，０００円 

⑵ 副市長 ７９万２，０００円 ⑵ 副市長 ７８万１，０００円 

（蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 蒲郡市教育委員会教育長の給与に関する条例（平成２７年蒲郡市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  次の表のように改める。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（給料） （給料） 

第２条 教育長の給料は、月額７０万７，０００円とする。 第２条 教育長の給料は、月額６９万７，０００円とする。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


